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(57)【要約】
【課題】ダイキャストケースからの外れを防止すること
ができる保護カバーを提供する。
【解決手段】本発明の保護カバー１は、バッテリと電気
機器との間で電力変換を行う電子ユニットを収容するダ
イキャストケース９において開口９１ａを塞ぐために用
いられる保護カバーであって、開口９１ａに対応する輪
郭形状を有する平面部２と、平面部２の縁部から略垂直
方向へ全周に亘って延在する側面部３とを備え、開口９
１ａを形成する周壁部９１に外嵌装着される保護カバー
において、側面部３は、内周側に突出する少なくとも一
つの嵌合凸部３１～３４が設けられ、平面部２は、各嵌
合凸部３１～３４の近傍にその凸形状に沿った切り込み
２１が形成されていることを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリと電気機器との間で電力変換を行う電子ユニットを収容するダイキャストケー
スにおいて開口を塞ぐために用いられる保護カバーであって、前記開口に対応する輪郭形
状を有する平面部と、前記平面部の縁部から略垂直方向へ全周に亘って延在する側面部と
を備え、前記開口を形成する周壁部に外嵌装着される保護カバーにおいて、
　前記側面部は、内周側に突出する少なくとも一つの嵌合凸部が設けられ、
　前記平面部は、前記各嵌合凸部の近傍にその凸形状に沿った切り込みが形成されている
ことを特徴とする保護カバー。
【請求項２】
　前記ダイキャストケースの前記開口周壁部に装着された状態で、前記切り込みは、前記
開口周壁部の突出端面の内周縁よりも外側に位置するように形成されている請求項１に記
載の保護カバー。
【請求項３】
　前記嵌合凸部は、径内方向へ凸をなす凸曲線状に形成され、
　前記切り込みは、前記嵌合凸部の前記凸曲線状に対して同心状をなす凸曲線状を有する
請求項１または２に記載の保護カバー。
【請求項４】
　前記切り込みは、その両端部が径内側を向くように切断処理されている請求項３に記載
の保護カバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　インバータ等の電子ユニットが収容されたダイキャストケースの開口を塞ぐ保護カバー
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、インバータを収容するインバータケースには、外部の電気機器と接続するため
の開口が設けられている。一つの開口から電気機器のケーブルを挿入し、別の開口からね
じ止め等により端子同士を締結する。つまり、インバータケースには、ケーブル挿入用の
開口と締結作業用の開口が設けられている。インバータ装置としては、例えば、特開２０
０７－８９２５９号公報（特許文献１）に記載されている。インバータケースは、主にア
ルミダイキャスト製である。
【０００３】
　上記開口には、インバータ装置を輸送する際にゴミ等の異物がケース内部に進入しない
ように、樹脂製の保護カバーが取り付けられる。インバータ装置は、保護カバーが取り付
けられた状態で輸送される。保護カバーは、一度取外されて再度取り付けられても保護カ
バーに付いたゴミが進入しないように、特に締結作業用の開口に対して外嵌めとなってい
る。つまり、外嵌めの保護カバーは、開口の周囲に形成された周壁に対して外側から嵌合
する構成となっている。
【特許文献１】特開２００７－８９２５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　外嵌めの保護カバーは、周壁と嵌合するために設けられた嵌合部位を有している。嵌合
部位は、周壁に対して外側から内側に力を加える構造となっている。従って、保護カバー
は、反力として周壁から外側に力が加えられる。
【０００５】
　ここで、図８に示すように、ダイキャスト製のケースには、型から抜く作業があるため
、各部位に抜き勾配が形成されている。従って、周壁にも抜き勾配が形成されている。周
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壁は、抜き勾配により、ケースの内から外に向けて肉厚が徐々に小さくなっている。周壁
から保護カバーに加えられる力は、外周側と、保護カバーが外れる方向とに分力される。
これにより、保護カバーは、反りが発生すると共に、ケースから外れ易くなってしまう。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みて為されたものであり、ダイキャストケースからの外
れを防止することができる保護カバーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の保護カバーは、バッテリと電気機器との間で電力変換を行う電子ユニットを収
容するダイキャストケースにおいて開口を塞ぐために用いられる保護カバーであって、前
記開口に対応する輪郭形状を有する平面部と、平面部の縁部から略垂直方向へ全周に亘っ
て延在する側面部とを備え、前記開口を形成する周壁部に外嵌装着される保護カバーにお
いて、側面部は、内周側に突出する少なくとも一つの嵌合凸部が設けられ、平面部は、各
嵌合凸部の近傍にその凸形状に沿った切り込みが形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　これによれば、装着時に切り込みが広がることで、保護カバーが受ける反力を逃がすこ
とができる。つまり、保護カバーの反りや開口周壁部から受ける分力は抑制される。従っ
て、保護カバーが外れる方向への分力も抑制される。本発明の保護カバーによれば、ダイ
キャストケースからの外れは防止される。
【０００９】
　ここで、ダイキャストケースの開口周壁部に装着された状態で、切り込みは、開口周壁
部の突出端面の内周縁よりも外側に位置するように形成されていることが好ましい。これ
により、仮に広がった切り込みからゴミが進入したとしても、ゴミは開口周壁部により進
入が妨げられ直接開口に進入できない。つまり、外れが防止される上、保護精度の維持が
可能となる。
【００１０】
　ここで、嵌合凸部は、径内方向へ凸をなす凸曲線状に形成され、切り込みは、嵌合凸部
の凸曲線状に対して同心状をなす凸曲線状を有することが好ましい。嵌合凸部を凸曲線状
とすることで、嵌合時、開口周壁部に適度な弾性力を付与することができる。そして、こ
の場合、切り込みが上記凸曲線状を有することで、嵌合凸部の変形に応じて切り込みが広
がり、より確実に分力は抑制される。なお、凸曲線状とは、全体として凸曲線であること
を意味し、部分的に直線を含んでいてもよい。
【００１１】
　ここで、さらに、切り込みは、その両端部が径内側を向くように切断処理されているこ
とが好ましい。つまり、切り込みは、その両端部で刃が内側に逃がしてあることが好まし
い。これにより、切り込みによる平面部の破損は抑制される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の保護カバーによれば、ダイキャストケースからの外れが防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、実施形態を挙げ、本発明をより詳しく説明する。本実施形態では、車両に搭載さ
れるＰＣＵ（パワーコントロールユニット）に用いられる保護カバーを例に挙げる。本実
施形態の保護カバー１について、図１～図７を参照して説明する。図１は、ＰＣＵの斜視
図である。図２は、保護カバー１が取り付けられたＰＣＵの斜視図である。図３は、開口
周壁部９１（９２）を上方から見た図である。図４は、保護カバー１の斜視図である。図
５は、保護カバー１の平面図である。図６は、図４のＡ－Ａ線断面図である。図７は、保
護カバー１を取り付けた状態を示す模式断面図である。ただし、図１および図３において
、ダイキャストケース内部は省略して示す。
【００１４】
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　まず、ＰＣＵについて説明する。ＰＣＵは、図１および図２に示すように、電子ユニッ
ト（図示せず）と、ダイキャストケース９とを備えている。電子ユニットは、バッテリの
端子と接続されるバッテリ接続端子と、ＭＧ（モータジェネレータ）（本発明における「
電気機器」に相当する）の端子と接続されるＭＧ接続端子とを備えている。なお、本実施
形態では、電子ユニットは、２つのＭＧに接続される。従って、電子ユニットは、２つの
ＭＧ接続端子を備えている。電子ユニットは、バッテリとＭＧとの間で、昇降圧や電力変
換（インバータ）を行う。
【００１５】
　ダイキャストケース９は、アルミダイキャスト製であり、内部に上記電子ユニットを収
容している。ダイキャストケース９には、主に４つの開口周壁部９１～９４と、バッテリ
接続部９５とが形成されている。
【００１６】
　各開口周壁部９１～９４は、ダイキャストケース９の表面から環状に突出し、環状の内
側にそれぞれ開口９１ａ～９４ａを形成している。換言すると、各開口周壁部９１～９４
は、各開口９１ａ～９４ａの縁に沿って形成されている。なお、開口９１ａ～９４ａは、
長方形の短辺を外方に湾曲させたような長円形状で開口している。
【００１７】
　開口周壁部９１は、開口９１ａの周り全周に亘って、ダイキャストケース９の表面から
上方に突出している。ここで、開口周壁部９１は、抜き勾配が形成されるため、上方にい
くに従って肉厚が徐々に小さくなっている。なお、抜き勾配の角度は、例えば、１度～２
度程度である。
【００１８】
　開口周壁部９１は、上方端部が平面状になっている（突出端面９１ｂ）。開口周壁部９
２は、開口周壁部９１と同形状である。また、開口周壁部９３、９４は、開口方向および
突出方向が水平方向であるが、開口周壁部９１と同様の形状である。なお、開口周壁部９
１（９２）の突出端面９１ｂ（９２ｂ）は、図３において、斜線が施された部分である。
【００１９】
　開口９３ａ（９４ａ）は、ＭＧのケーブルが挿入されるためのものであり、水平方向に
開口している。開口９３ａ、９４ａの奥には、それぞれ電子ユニットのＭＧ接続端子が配
置されている。開口９１ａ（９２ａ）は、ＭＧ接続端子とＭＧのケーブル端子とを締結す
るためのものであり、上下方向に開口している。作業者は、上方から開口９１ａ（９２ａ
）を介して、内部の端子同士をねじ止めする締結作業を行う。バッテリ接続部９５は、バ
ッテリのケーブル端子と電子ユニットのバッテリ端子部とを接続するための部位であり、
水平方向に開口している。
【００２０】
　ここで、ＰＣＵが輸送される際、開口周壁部９３、９４には、内嵌めの保護カバーが取
り付けられる。そして、開口周壁部９１、９２には、後述する外嵌めの保護カバー１が取
り付けられる。以下、保護カバー１について説明する。
【００２１】
　保護カバー１は、半透明の樹脂（例えば、ＰＰ：ポリプロピレン）製であり、一体成形
されている。保護カバー１は、平面部２と、側面部３と、フランジ部４と、つまみ部５と
からなっている。平面部２は、開口９１ａ（９２ａ）を被覆可能な平板であり、開口９１
ａ（９２ａ）に対応する輪郭形状となっている。つまり、平面部２は、開口９１ａ（９２
ａ）より一回り大きい、長方形の短辺を外方に湾曲させた長円形状となっている。そして
、平面部２の縁部の所定位置には、切り込み２１が形成されている。切り込み２１につい
ては後述する。
【００２２】
　側面部３は、平面部２の縁部から平面部２の略垂直方向に延在している。側面部３は、
平面部２の全周にわたって延在している。側面部３は、平面部２の略垂直方向において、
開口周壁部９１（９２）の高さよりも僅かに低い。保護カバー１がダイキャストケース９
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に取り付けられた状態（装着状態）において、側面部３は、開口周壁部９１（９２）の外
周側に位置する。装着後、平面部２は、開口周壁部９１（９２）の突出端面９１ｂ（９２
ｂ）に接触している。
【００２３】
　側面部３には、内周側に突出する４つの嵌合凸部３１～３４が設けられている。嵌合凸
部３１～３４は、内周側に向けて側面部３の一部を凸曲線状に湾曲させて形成されている
。なお、凸曲線状の突出端部は、開口周壁部９１（９２）の長辺と略平行な直線状となっ
ている。嵌合凸部３１～３４と開口周壁部９１（９２）とは、装着状態で面接触する。
【００２４】
　嵌合凸部３１と嵌合凸部３２は、互いに対向する位置に形成されている。嵌合凸部３３
は、嵌合凸部３１と間隔をおいた隣に位置している。嵌合凸部３４は、嵌合凸部３３に対
向する位置に形成されている。
【００２５】
　嵌合凸部３１～３４は、装着状態において、抜き勾配を有する開口周壁部９１（９２）
の外側面に当接する。そして、嵌合凸部３１～３４は、開口周壁部９１（９２）に対して
外側から弾性力を付与する。これにより、保護カバー１は、開口周壁部９１（９２）に嵌
合する。
【００２６】
　フランジ部４は、側面部３の下方端部から平面部２に平行に延在している。つまみ部５
は、蛇腹形状であり、フランジ部４に形成されている。つまみ部５は、平板部２の一方の
短辺側に形成されている。つまみ部５は、主に、作業者が保護カバー１を取外す際につま
む部分である。
【００２７】
　ここで、平面部２の切り込み２１について説明する。平面部２は、嵌合凸部３１～３４
が形成されている部分が当該凸形状に合わせて湾曲している。つまり、平面部２には、凹
状に湾曲した部位が４箇所できている。切り込み２１は、平面部２の縁部であって、この
凹状に湾曲した部位（以下、凹部２ａと称する）近傍に形成されている。つまり、切り込
み２１は、嵌合凸部３１～３４の近傍に形成されている。
【００２８】
　切り込み２１は、凹部２ａの湾曲に沿って形成されている。換言すると、切り込み２１
は、凸部４１～４４の凸形状に沿って形成されている。具体的に、切り込み２１は、嵌合
凸部３１～３４の凸曲線状に対して同心状をなす凸曲線状を有している。そして、嵌合凸
部３１～３４の突出端部に対応する切り込み２１の一部分は、当該突出端部の形状に応じ
て直線状となっている。
【００２９】
　切り込み２１は、平面部２の長辺の延伸方向における凹部２ａ（嵌合凸部）の幅（図５
の左右方向の幅）以上の長さで形成される。さらに、切り込み２１は、凹部２ａに沿う位
置よりも外側まで延在し、両端が平面部２中央に向けて湾曲している。換言すると、切り
込み２１は、その両端部が径内側を向くように切断処理されている。つまり、本実施形態
の切り込み２１は、幅が凹部２ａよりも大きく、両端では刃を逃がしている。これにより
、確実に反力が抑制され、切り込みによる平面部２の破損も防がれる。
【００３０】
　また、切り込み２１は、開口周壁部９１（９２）の突出端面９１ｂ（９２ｂ）の内周縁
よりも外側（外周側）に位置するように形成されている。換言すると、切り込み２１は、
平面部２上において突出端面９１ｂ（９２ｂ）の内周縁に対応する位置から、平面部２の
縁部の端までに形成されている。なお、具体的には、平面部２の縁部の端から切り込み２
１までの距離は、両端を除いておよそ１ｍｍとなっている。
【００３１】
　本実施形態の保護カバー１によれば、図７に示すように、嵌合時に切り込み２１が広が
ることで、保護カバー１が受ける反力を逃がすことができる。つまり、保護カバー１の反
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りや開口周壁部９１（９２）から受ける分力は抑制される。従って、保護カバー１が外れ
る方向（上方）への分力も抑制される。これにより、保護カバー１がダイキャストケース
９から外れてしまうことが防がれる。
【００３２】
　また、仮に広がった切り込み２１からゴミが進入したとしても、ゴミは開口周壁部９１
（９２）により進入が妨げられる。車両インバータやＰＣＵのように高電圧を扱う電気機
器において、異物がケース内に進入すると、漏電等の原因になることがある。しかしなが
ら、本実施形態の保護カバー１によれば、外れが防止される上、保護精度の維持が可能と
なる。なお、嵌合凸部等、保護カバー１の形状は上記に限られない。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】ＰＣＵの斜視図である。
【図２】保護カバー１が取り付けられたＰＣＵの斜視図である。
【図３】開口周壁部９１（９２）を上方から見た図である。
【図４】保護カバー１の斜視図である。
【図５】保護カバー１の平面図である。
【図６】図４のＡ－Ａ線断面図である。
【図７】保護カバー１を取り付けた状態を示す模式断面図である。
【図８】従来の保護カバーと周壁を示す模式断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
１：保護カバー、
２：平面部、　２１：切り込み、　
３：側面部、　３１～３４：嵌合凸部、
９：ダイキャストケース、
９１～９４：開口周壁部、
９１ａ～９４ａ：開口、　９１ｂ、９２ｂ：突出端面



(7) JP 2010-28967 A 2010.2.4

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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